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▷4. エンドプレートに「穴」「切り欠き」「曲り」がある場合 

▷5. フランジに欠損があるもの及びフランジ部にガス切り欠きカジリがある場合。 

カジリ 



 

  

▷11. 樹脂、貝殻や藻等の海洋生成物・植物等（産業廃棄物）が付着して      

返還された場合スクラップ。 
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小穴 Ф 60mm 未満 

大穴 Φ 61～80mm 以下 

穴径 81mm 以上の穴がある場合。 



 

【全品種共通事項】 

１． 土壌汚染対策法で指定されている特定有害物質が含まれて汚染状態となった 

建設資機材に関しては、法令違反となるため運搬・受け入れは出来ません。 

２． 放射線 0.5μ ㏜/h を超えた建設資機材は受け入れ出来ません。 

３． 返却された建設資機材に大量の泥土、コンクリート、アスファルト等の樹脂、 

凝固剤等が付着した場合、別途処理費用が発生します。 

 

【改定履歴】昭和５５年１月１日 検収基準の統一化策定         

平成１８年４月１日 全面改訂               

平成２８年４月１日 一部改訂（覆工板Ｔ25 補強型追加他） 

令和７年４月１日  一部改訂（覆工板スミデッキ削除他） 

一般社団法人
（お問合せ先）

 重仮設業協会                        
〒１０３-００１４                                  
東京都中央区日本橋蛎殻町 1-20-10 ダイアビル 3F                               
TEL：03-3667-4816     FAX：03-3667-4817                           
http://www.jukasetsu.or.jp/                           
E-mail ： jimukyoku@jukasetsu.or.jp 

 


